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(57)【要約】
【課題】画像データを高速かつ高精度に光伝送でき、内
視鏡挿入部の小型化が可能な内視鏡システムおよび情報
処理装置を提供する。
【解決手段】内視鏡システム１は、撮像素子１０と、撮
像信号を光信号に変換する２以上のレーザーダイオード
１２と、レーザーダイオード１２を駆動する信号を生成
する１つのＬＤドライバ１１と、レーザーダイオード１
２から出力された光信号を伝送する第１の光ファイバ１
４、第２の光ファイバ１５と、入射された光信号を電気
信号に変換して出力する２以上の光受信モジュール２０
と、レーザーダイオード１２が出力する光量を設定する
光量設定部１７と、光受信モジュール２０に入射される
光信号の光量を測定する光量測定部２１と、光量測定部
２１が測定する光量が、光受信モジュール２０が受光可
能な光量規格値の範囲内であるか否かを判定する判定部
１６と、を備えることを特徴とする。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報処理装置に内視鏡が接続された内視鏡システムにおいて、
　被検体を撮像する撮像素子と、
　前記撮像素子から出力される撮像信号を光信号に変換して出力する２以上のレーザーダ
イオードと、
　前記２以上のレーザーダイオードを駆動する信号を生成する１つのＬＤドライバと、
　前記２以上のレーザーダイオードから出力された前記光信号をそれぞれ伝送する２以上
の第１の光ファイバと、
　前記２以上の第１の光ファイバの一端を保持する第１の光コネクタと、
　前記２以上の第１の光ファイバから出力される前記光信号をそれぞれ伝送する２以上の
第２の光ファイバと、
　前記２以上の第２の光ファイバの一端を保持するとともに、前記第１の光コネクタと接
続される第２の光コネクタと、
　前記２以上の第２の光ファイバが伝送した前記光信号をそれぞれ受光し、電気信号に変
換して出力する２以上の光受信モジュールと、
　前記２以上のレーザーダイオードが出力する光量を設定する光量設定部と、
　前記２以上の光受信モジュールにそれぞれ入射される前記光信号の光量を測定する光量
測定部と、
　前記光量測定部が測定する前記２以上の光受信モジュールにそれぞれ入射される前記光
信号の光量が、前記２以上の光受信モジュールが受光可能な光量規格値の範囲内であるか
否かを判定する判定部と、
　を備えることを特徴とする内視鏡システム。
【請求項２】
　前記判定部は、前記２以上の光受信モジュールに入射される少なくとも１つの前記光信
号の光量が、前記光量規格値の範囲外と判定した場合、前記２以上の光受信モジュールに
それぞれ入射される前記光信号の光量を、前記１つのＬＤドライバが生成する駆動信号に
より前記光量規格値の範囲内に設定可能であるか否かを判定することを特徴とする請求項
１に記載の内視鏡システム。
【請求項３】
　前記光量設定部は、前記判定部が前記２以上の光受信モジュールにそれぞれ入射される
前記光信号の光量を、前記１つのＬＤドライバが生成する駆動信号により前記光量規格値
の範囲内に設定可能と判定した場合に、前記２以上の光受信モジュールにそれぞれ入射さ
れる前記光信号の最大光量と最小光量が、前記２以上の光受信モジュールが受光可能な光
量規格値の範囲の最大値と最小値から同程度のマージンとなるように、前記２以上のレー
ザーダイオードが出力する光の光量を再設定することを特徴とする請求項２に記載の内視
鏡システム。
【請求項４】
　前記判定部が、前記２以上の光受信モジュールにそれぞれ入射される前記光信号の光量
を、前記１つのＬＤドライバが生成する駆動信号により前記光量規格値の範囲内に設定不
可と判定した場合に、前記光信号による伝送が不良である旨を表示する表示部を備えるこ
とを特徴とする請求項２に記載の内視鏡システム。
【請求項５】
　被検体を撮像する撮像素子と、前記撮像素子から出力される撮像信号を光信号に変換し
て出力する２以上のレーザーダイオードと、前記２以上のレーザーダイオードを駆動する
信号を生成する１つのＬＤドライバと、前記２以上のレーザーダイオードから出力された
前記光信号をそれぞれ伝送する２以上の第１の光ファイバと、前記２以上の第１の光ファ
イバの一端を保持する第１の光コネクタと、を備える内視鏡と接続されて、内視鏡システ
ムで使用される情報処理装置であって、
　前記２以上の第１の光ファイバから出力される前記光信号をそれぞれ伝送する２以上の
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第２の光ファイバと、
　前記２以上の第２の光ファイバの一端を保持するとともに、前記第１の光コネクタと接
続される第２の光コネクタと、
　前記２以上の第２の光ファイバが伝送した前記光信号をそれぞれ受光し、電気信号に変
換して出力する２以上の光受信モジュールと、
　前記２以上のレーザーダイオードが出力する光量を設定する光量設定部と、
　前記２以上の光受信モジュールにそれぞれ入射される前記光信号の光量を測定する光量
測定部と、
　前記光量測定部が測定する前記２以上の光受信モジュールにそれぞれ入射される前記光
信号の光量が、前記２以上の光受信モジュールが受光可能な光量規格値の範囲内であるか
否かを判定する判定部と、
　を備えることを特徴とする情報処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像情報を光伝送方式で伝送する内視鏡システムおよび情報処理装置に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　従来、医療分野においては、患者等の被検体の臓器を観察する際に内視鏡システムが用
いられている。内視鏡システムは、例えば先端に撮像素子が設けられ、可撓性を有する細
長形状をなし、被検体の体腔内に挿入される挿入部を有する内視鏡と、ケーブルおよびコ
ネクタを介して内視鏡と接続して撮像素子が撮像した体内画像の画像処理を行う情報処理
装置と、体内画像を表示する表示装置と、を備える。
【０００３】
　近年、より鮮明な画像観察を可能とする高画素数の撮像素子が開発されており、内視鏡
への高画素数の撮像素子の使用が検討されている。また、被検体への導入のしやすさを考
慮し、挿入部の細径化が求められている。さらに、挿入部の細径化を実現しながら、撮像
素子と情報処理装置との間で大容量の信号を高速に伝送するために、光ファイバおよび光
導波路を用いた伝送方式が内視鏡システムでも採用されている。
【０００４】
　このような技術として、レーザーダイオードと、該レーザーダイオードを駆動するＬＤ
ドライバと、レーザーダイオードから出力される光信号を伝送する光ファイバと、からな
る光伝送チャンネルを複数備える内視鏡システムが開示されている（例えば、特許文献１
参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１２－７１０６７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１のような内視鏡システムでは、１つのレーザーダイオードを１つのＬＤドラ
イバにより駆動するため、精度よく光伝送を行うことが可能であるものの、複数の光伝送
チャンネルにより光伝送を行う場合に、ＬＤドライバをチャンネルごとに設ける必要があ
るため、内視鏡の挿入部を小型化しにくいという問題を有している。
【０００７】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、複数の光伝送チャンネルにより光伝送
を行う場合でも、画像データを高速かつ高精度に伝送でき、内視鏡挿入部の小型化が可能
な内視鏡システムおよび情報処理装置を提供することを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明にかかる内視鏡システムは、情
報処理装置に内視鏡が接続された内視鏡システムにおいて、被検体を撮像する撮像素子と
、前記撮像素子から出力される撮像信号を光信号に変換して出力する２以上のレーザーダ
イオードと、前記２以上のレーザーダイオードを駆動する信号を生成する１つのＬＤドラ
イバと、前記２以上のレーザーダイオードから出力された前記光信号をそれぞれ伝送する
２以上の第１の光ファイバと、前記２以上の第１の光ファイバの一端を保持する第１の光
コネクタと、前記２以上の第１の光ファイバから出力される前記光信号をそれぞれ伝送す
る２以上の第２の光ファイバと、前記２以上の第２の光ファイバの一端を保持するととも
に、前記第１の光コネクタと接続される第２の光コネクタと、前記２以上の第２の光ファ
イバが伝送した前記光信号をそれぞれ受光し、電気信号に変換して出力する２以上の光受
信モジュールと、前記２以上のレーザーダイオードが出力する光量を設定する光量設定部
と、前記２以上の光受信モジュールにそれぞれ入射される前記光信号の光量を測定する光
量測定部と、前記光量測定部が測定する前記２以上の光受信モジュールにそれぞれ入射さ
れる前記光信号の光量が、前記２以上の光受信モジュールが受光可能な光量規格値の範囲
内であるか否かを判定する判定部と、を備えることを特徴とする。
【０００９】
　また、本発明にかかる内視鏡システムは、上記発明において、前記判定部は、前記２以
上の光受信モジュールに入射される少なくとも１つの前記光信号の光量が、前記光量規格
値の範囲外と判定した場合、前記２以上の光受信モジュールにそれぞれ入射される前記光
信号の光量を、前記１つのＬＤドライバが生成する駆動信号により前記光量規格値の範囲
内に設定可能であるか否かを判定することを特徴とする。
【００１０】
　また、本発明にかかる内視鏡システムは、上記発明において、前記光量設定部は、前記
判定部が前記２以上の光受信モジュールにそれぞれ入射される前記光信号の光量を、前記
１つのＬＤドライバが生成する駆動信号により前記光量規格値の範囲内に設定可能と判定
した場合に、前記２以上の光受信モジュールにそれぞれ入射される前記光信号の最大光量
と最小光量が、前記２以上の光受信モジュールが受光可能な光量規格値の範囲の最大値と
最小値から同程度のマージンとなるように、前記２以上のレーザーダイオードが出力する
光の光量を再設定することを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明にかかる内視鏡システムは、上記発明において、前記判定部が、前記２以
上の光受信モジュールにそれぞれ入射される前記光信号の光量を、前記１つのＬＤドライ
バが生成する駆動信号により前記光量規格値の範囲内に設定不可と判定した場合に、前記
光信号による伝送が不良である旨を表示する表示部を備えることを特徴とする。
【００１２】
　また、本発明にかかる内視鏡システムは、上記発明において、被検体を撮像する撮像素
子と、前記撮像素子から出力される撮像信号を光信号に変換して出力する２以上のレーザ
ーダイオードと、前記２以上のレーザーダイオードを駆動する信号を生成する１つのＬＤ
ドライバと、前記２以上のレーザーダイオードから出力された前記光信号をそれぞれ伝送
する２以上の第１の光ファイバと、前記２以上の第１の光ファイバの一端を保持する第１
の光コネクタと、を備える内視鏡と接続されて、内視鏡システムで使用される情報処理装
置であって、前記２以上の第１の光ファイバから出力される前記光信号をそれぞれ伝送す
る２以上の第２の光ファイバと、前記２以上の第２の光ファイバの一端を保持するととも
に、前記第１の光コネクタと接続される第２の光コネクタと、前記２以上の第２の光ファ
イバが伝送した前記光信号をそれぞれ受光し、電気信号に変換して出力する２以上の光受
信モジュールと、前記２以上のレーザーダイオードが出力する光量を設定する光量設定部
と、前記２以上の光受信モジュールにそれぞれ入射される前記光信号の光量を測定する光
量測定部と、前記光量測定部が測定する前記２以上の光受信モジュールにそれぞれ入射さ
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れる前記光信号の光量が、前記２以上の光受信モジュールが受光可能な光量規格値の範囲
内であるか否かを判定する判定部と、を備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明では、１つのＬＤドライバにより２以上のレーザーダイオードを駆動し、２以上
のレーザーダイオードから、光ファイバを介して２以上の光受信モジュールに入力される
光信号の光量を測定し、光量規格値の範囲内となるよう調整可能であるので、内視鏡の先
端部を小型化しながら、高速かつ高精度な画像信号の伝送が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】図１は、本発明の実施の形態にかかる内視鏡システムの概略構成を示す模式図で
ある。
【図２】図２は、本発明の実施の形態にかかる内視鏡システムの要部のブロック図である
。
【図３】図３は、本発明の実施の形態にかかる内視鏡システムにおけるレーザーダイオー
ドの光量設定および伝送状態の判定を説明するフローチャートである。
【図４】図４は、本発明の実施の形態にかかる内視鏡システムにおけるレーザーダイオー
ドの光量設定および伝送状態の判定を説明する図である。
【図５】図５は、本発明の実施の形態の変形例にかかる内視鏡システムの要部のブロック
図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下の説明では、本発明を実施するための形態（以下、「実施の形態」という）として
、内視鏡システムについて説明する。また、この実施の形態により、この発明が限定され
るものではない。さらに、図面の記載において、同一部分には同一の符号を付している。
【００１６】
（実施の形態）
　図１は、本発明の実施の形態にかかる内視鏡システムの概略構成を示す模式図である。
図２は、本発明の実施の形態にかかる内視鏡システムの要部のブロック図である。
【００１７】
　図１および図２に示すように、実施の形態にかかる内視鏡システム１は、被検体内に導
入され、被検体の体内を撮像して被検体内の画像信号を生成する内視鏡２と、内視鏡２が
撮像した画像信号に所定の画像処理を施すとともに内視鏡システム１の各部を制御する情
報処理装置３（外部プロセッサ）と、内視鏡２の照明光を生成する光源装置４と、情報処
理装置３による画像処理後の画像信号を画像表示する表示装置５と、を備える。
【００１８】
　内視鏡２は、被検体内に挿入される挿入部６と、挿入部６の基端部側であって術者が把
持する操作部７と、操作部７より延伸する可撓性のユニバーサルコード８と、を備える。
【００１９】
　挿入部６は、照明ファイバ（ライトガイドケーブル）、電気ケーブルおよび光ファイバ
等を用いて実現される。挿入部６は、撮像素子を内蔵した先端部６ａと、複数の湾曲駒に
よって構成された湾曲自在な湾曲部６ｂと、湾曲部６ｂの基端部側に設けられた可撓性を
有する可撓管部６ｃと、を有する。先端部６ａには、照明レンズを介して被検体内を照明
する照明部、被検体内を撮像する観察部、処置具用チャンネルを連通する開口部６ｄおよ
び送気・送水用ノズル（図示せず）が設けられている。
【００２０】
　先端部６ａには、集光用の光学系の結像位置に設けられ、光学系が集光した光を受光し
て電気信号に光電変換して所定の信号処理を施す撮像素子１０と、撮像素子１０から入力
された撮像信号を含む電気信号を光信号に変換して出力するレーザーダイオード（ＬＤ）
１２（１２ａ、１２ｂ、１２ｃ、１２ｄ）と、４つのレーザーダイオード１２を駆動する
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信号を生成するＬＤドライバ１１と、レーザーダイオード１２が出力する光の光量を設定
する光量設定部１７と、後述する光量測定部２１が測定する、光受信モジュール（ＰＤ）
２０（２０ａ、２０ｂ、２０ｃ、２０ｄ）にそれぞれ入射される光信号の光量が、光受信
モジュール２０が受光可能な光量規格値の範囲内であるか否かを判定する判定部１６と、
が配置されている。
【００２１】
　操作部７は、湾曲部６ｂを上下方向および左右方向に湾曲させる湾曲ノブ７ａと、被検
体の体腔内に生体鉗子、レーザメス等の処置具が挿入される処置具挿入部７ｂと、情報処
理装置３、光源装置４、送気装置、送水装置および送ガス装置等の周辺機器の操作を行う
複数のスイッチ部７ｃと、を有する。処置具挿入部７ｂから挿入された処置具は、内部に
設けられた処置具用チャンネルを経て挿入部６先端の開口部６ｄから表出する。
【００２２】
　ユニバーサルコード８は、照明ファイバ、電気ケーブルおよびレーザーダイオード１２
から出力された光信号を伝送する第１の光ファイバ１４（１４ａ、１４ｂ、１４ｃ、１４
ｄ）等を用いて構成される。ユニバーサルコード８は、基端で分岐しており、分岐した一
方の端部が第１のコネクタ８ａであり、他方の端部が照明コネクタ８ｂである。第１のコ
ネクタ８ａは、情報処理装置３の第２のコネクタ８ｃに対して着脱自在である。照明コネ
クタ８ｂは、光源装置４に対して着脱自在である。第１のコネクタ８ａには、第１の光フ
ァイバ１４の端部を保持する第１の光コネクタ１３ａが内蔵され、第２のコネクタ８ｃに
は、第１の光ファイバ１４から出力される光信号を伝送する第２の光ファイバ１５（１５
ａ、１５ｂ、１５ｃ、１５ｄ）を保持する第２の光コネクタ１３ｃが内蔵される。先端部
６ａに内蔵される撮像素子１０が撮像した画像信号は、レーザーダイオード１２、第１の
光ファイバ１４、第２の光ファイバ１５、ならびに第１の光ファイバ１４および第２の光
ファイバ１５をつなぐ光信号（図２に点線で示す）を介して光受信モジュール２０に伝送
する。
【００２３】
　情報処理装置３は、レーザーダイオード１２から送信され、第１の光ファイバ１４およ
び第２の光ファイバ１５が伝送した撮像信号を含む光信号を電気信号に変換する光受信モ
ジュール２０（２０ａ、２０ｂ、２０ｃ、２０ｄ）と、光受信モジュール２０に入射され
る光信号の光量を測定する光量測定部２１と、光受信モジュール２０から出力された撮像
信号をもとに、表示装置５に表示する体内画像を生成する画像処理部２２と、内視鏡シス
テム１の動作を支持する動作指示信号等の各種信号の入力を行う入力部２４と、内視鏡シ
ステム１を動作させるための各種プログラムを記憶する記憶部２５と、各部の駆動制御や
、各部の情報の入出力制御を行う制御部２３と、を有する。光受信モジュール２０（２０
ａ、２０ｂ、２０ｃ、２０ｄ）は、光信号を電気信号に変換するフォトダイオード２６（
２６ａ、２６ｂ、２６ｃ、２６ｄ）と、フォトダイオード２６からの微小な信号を増幅す
る信号増幅器２７（２７ａ、２７ｂ、２７ｃ、２７ｄ）と、を有する。
【００２４】
　光源装置４は、光を発する光源や、集光レンズ等を用いて構成される。光源装置４は、
情報処理装置３の制御のもと、光源から光を発し、照明コネクタ８ｂ、ユニバーサルコー
ド８の照明ファイバおよび第１のコネクタ８ａを介して接続された内視鏡２へ、被写体で
ある被検体内に対する照明光として供給する。
【００２５】
　表示装置５は、液晶または有機ＥＬ（Ｅｌｅｃｔｒｏ　Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）を
用いた表示ディスプレイ等を用いて構成される。表示装置５は、映像ケーブル５ａを介し
て情報処理装置３によって所定の画像処理が施された画像を含む各種情報を表示する。こ
れにより、術者は、表示装置５が表示する画像（体内画像）を見ながら内視鏡２を操作す
ることにより、被検体内の所望の位置の観察および性状を判定することができる。
【００２６】
　本実施の形態にかかる内視鏡システム１では、レーザーダイオード１２ａ、第１の光フ
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ァイバ１４ａ、第２の光ファイバ１５ａおよび光受信モジュール２０ａからなる第１の光
伝送チャンネル、レーザーダイオード１２ｂ、第１の光ファイバ１４ｂ、第２の光ファイ
バ１５ｂおよび光受信モジュール２０ｂからなる第２の光伝送チャンネル、レーザーダイ
オード１２ｃ、第１の光ファイバ１４ｃ、第２の光ファイバ１５ｃおよび光受信モジュー
ル２０ｃからなる第３の光伝送チャンネル、レーザーダイオード１２ｄ、第１の光ファイ
バ１４ｄ、第２の光ファイバ１５ｄおよび光受信モジュール２０ｄからなる第４の光伝送
チャンネルを使用して、撮像素子１０が撮像した撮像信号を情報処理装置３に送信する。
また、４つの光伝送チャンネルのレーザーダイオード１２ａ、１２ｂ、１２ｃおよび１２
ｄは、１つのＬＤドライバ１１が生成した駆動信号により駆動される。
【００２７】
　次に、本発明の実施の形態にかかる内視鏡システム１におけるレーザーダイオード１２
の光量設定および伝送状態の判定について説明する。図３は、本発明の実施の形態にかか
る内視鏡システム１におけるレーザーダイオード１２の光量設定および伝送状態の判定を
説明するフローチャートである。
【００２８】
　まず、情報処理装置３の第２のコネクタ８ｃに内視鏡２の第１のコネクタ８ａが接続さ
れると（ステップＳ１）、撮像素子１０等に記憶されているテスト信号が、ＬＤドライバ
１１を介してレーザーダイオード１２に初期設定光量で出力され、各光伝送チャンネルに
より情報処理装置３に送信される（ステップＳ２）。すなわち、レーザーダイオード１２
ａ、１２ｂ、１２ｃ、１２ｄは、電気信号として受信したテスト信号を光信号に変換し、
第１の光ファイバ１４ａ、１４ｂ、１４ｃ、１４ｄ、第１の光ファイバ１４と第２の光フ
ァイバ１５とをつなぐ光信号（図２に点線で示す）、第２の光ファイバ１５ａ、１５ｂ、
１５ｃ、１５ｄを介して情報処理装置３の光受信モジュール２０ａ、２０ｂ、２０ｃ、２
０ｄにそれぞれ送信する。光受信モジュール２０ａ、２０ｂ、２０ｃ、２０ｄは、受信し
た光信号を電気信号に変換した後、光量測定部２１にそれぞれ出力する。
【００２９】
　光量測定部２１は、光受信モジュール２０ａ、２０ｂ、２０ｃ、２０ｄにそれぞれ入射
される光信号の光量を光受信モジュール２０ａ、２０ｂ、２０ｃ、２０ｄから取得し、測
定する（ステップＳ３）。
【００３０】
　判定部１６は、制御部２３を介して、光量測定部２１が測定した光受信モジュール２０
ａ、２０ｂ、２０ｃ、２０ｄに入射される光信号の光量を取得し、全光伝送チャンネルで
送信された光信号の光量が、光受信モジュール２０の光量規格値の範囲内であるかを判定
する（ステップＳ４）。
【００３１】
　判定部１６が、全光伝送チャンネルで送信された光信号の光量が光受信モジュール２０
の光量規格値の範囲内であると判定した場合（ステップＳ４：Ｙｅｓ）、伝送状態は良好
であり、判定を終了する。
【００３２】
　判定部１６が、少なくとも１つの光伝送チャンネルで送信された光信号の光量が光受信
モジュール２０の光量規格値の範囲外であると判定した場合（ステップＳ４：Ｎｏ）、全
光伝送チャンネルの光信号の光量を、光受信モジュール２０の光量規格値の範囲内に設定
可能であるかを判定する（ステップＳ５）。
【００３３】
　図４は、本発明の実施の形態にかかる内視鏡システム１におけるレーザーダイオード１
２の光量設定および伝送状態の判定を説明する図である。図４は、４つの光伝送チャンネ
ルで伝送される光信号の光量値を示すものであり、図４（ａ）は、４つの光伝送チャンネ
ルの光量が、光受信モジュール２０が受信可能な光量規格値の範囲内（光量規格値のMini
mum値以上Max値以下）であることを示している。光伝送チャンネルでは、レーザーダイオ
ード１２から第１の光ファイバ１４、第１の光ファイバ１４から第２の光ファイバ１５、
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および第２の光ファイバ１５から光受信モジュール２０への光伝送の際、伝送する光信号
の減衰が生じ得る。この光信号の減衰がすべての光伝送チャンネルで同様に生じる場合は
、ＬＤドライバ１１が生成するレーザーダイオード１２の駆動信号の電流値を増加させれ
ばよいが、ユニバーサルコード８の曲げや、第１のコネクタ８ａと第２のコネクタ８ｃと
の接続状態等により、各光伝送チャンネルでの光信号の減衰は一律ではなく、図４（ａ）
に示すようなばらつきがある。
【００３４】
　図４（ｂ）に示すように、第２の光伝送チャンネルの光信号の光量が、光受信モジュー
ル２０の光量規格値の下限を下まわった場合、第２の光伝送チャンネルの光信号の光量を
増加する必要がある。しかしながら、本実施の形態では、挿入部６の小型化のため４つの
レーザーダイオード１２を１つのＬＤドライバ１１で駆動するため、第２の光伝送チャン
ネルのみ光量を増加させることはできず、第１の光伝送チャンネルから第４の光伝送チャ
ンネルまで全光伝送チャンネルの光信号の光量を増加させることになる。図４（ｂ）の状
態の各光伝送チャンネルの駆動電流を向上させると、第１の光伝送チャンネルから第４の
光伝送チャンネルの光信号の光量が一律に向上し、図４（ａ）の状態とすることができる
。このような場合は、判定部１６は、全光伝送チャンネルの光信号の光量を、光受信モジ
ュール２０の光量規格値の範囲内に設定可能である、と判定する。
【００３５】
　また、図示していないが、４つの光伝送チャンネルの少なくとも１つの光信号の光量が
、光受信モジュール２０の光量規格値の上限を上まわっているが、各光伝送チャンネルの
駆動電流を減少させると、第１の光伝送チャンネルから第４の光伝送チャンネルの光信号
の光量が一律に減少し、４つの光伝送チャンネルの光量が、光受信モジュール２０が受信
可能な光量規格値の範囲内となる場合も、判定部１６は、全光伝送チャンネルの光信号の
光量を、光受信モジュール２０の光量規格値の範囲内に設定可能である、と判定する。
【００３６】
　一方、図４（ｃ）に示すように、第４の光伝送チャンネルの光信号の光量が、光受信モ
ジュール２０の光量規格値の上限を上まわっているが、図４（ｃ）の状態の各光伝送チャ
ンネルの駆動電流を第４の光伝送チャンネルが上限値以下となるように減少させると、第
２の光伝送チャンネルの光信号の光量が光量規格値の下限を下まわり、４つの光伝送チャ
ンネルの光量を、光受信モジュール２０が受信可能な光量規格値の範囲内とできない場合
がある。このような場合は、判定部１６は、全光伝送チャンネルの光信号の光量を、光受
信モジュール２０の光量規格値の範囲内に設定不可である、と判定する。
【００３７】
　また、図示していないが、４つの光伝送チャンネルの少なくとも１つの光信号の光量が
、光受信モジュール２０の光量規格値の下限を下まわっているが、各光伝送チャンネルの
駆動電流が下限値以上となるように増加させると、いずれかの光伝送チャンネルの光信号
の光量が光量規格値の上限を上まわり、４つの光伝送チャンネルの光量を、光受信モジュ
ール２０が受信可能な光量規格値の範囲内とできない場合がある。このような場合も、判
定部１６は、全光伝送チャンネルの光信号の光量を、光受信モジュール２０の光量規格値
の範囲内に設定不可である、と判定する。
【００３８】
　判定部１６は、全光伝送チャンネルの光信号の光量を、光受信モジュール２０の光量規
格値の範囲内に設定可能である、すなわち、図４（ｂ）に示すように、駆動電流の増加／
減少により、光受信モジュール２０の受光可能な光量規格値の範囲内に設定可能と判定し
た場合（ステップＳ５：Ｙｅｓ）、光量設定部１７は、レーザーダイオード１２の出力す
る光信号の光量を再設定する（ステップＳ６）。光量設定部１７は、光量を再設定する際
、４つの光受信モジュール２０ａ、２０ｂ、２０ｃ、２０ｄにそれぞれ入射される光信号
の最大光量と最小光量、すなわち第２のチャンネルの光量（最小）と第４のチャンネルの
光量（最大）が、光受信モジュール２０が受光可能な光量規格値の範囲の最大値と最小値
から同程度のマージンとなるように、レーザーダイオード１２が出力する光の光量を再設
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定することが好ましい。
【００３９】
　一方、判定部１６が、全光伝送チャンネルの光信号の光量を、光受信モジュール２０の
光量規格値の範囲内に設定不可である、すなわち、図４（ｃ）に示すように、駆動電流の
増加／減少により、光受信モジュール２０の受光可能な光量規格値の範囲内に設定不可と
判定した場合（ステップＳ５：Ｎｏ）、表示装置５により、各光伝送チャンネルでの光伝
送が不良である旨を警告する（ステップＳ１０）。
【００４０】
　光量設定部１７により光信号の光量が再設定されると（ステップＳ６）、テスト信号が
再度全光伝送チャンネルで送信される（ステップＳ７）。テスト信号の再送信は、ＬＤド
ライバ１１によりレーザーダイオード１２の駆動電流を増加または減少させて行われる。
【００４１】
　光量測定部２１は、再送信により光受信モジュール２０ａ、２０ｂ、２０ｃ、２０ｄに
それぞれ入射される光信号の光量を、光受信モジュール２０ａ、２０ｂ、２０ｃ、２０ｄ
から取得し、再測定する（ステップＳ８）。
【００４２】
　判定部１６は、光量測定部２１が再測定した光受信モジュール２０ａ、２０ｂ、２０ｃ
、２０ｄに入射される光信号の光量を取得し、全光伝送チャンネルで再送信された光信号
の光量が、光受信モジュール２０の光量規格値の範囲内であるかを判定し（ステップＳ９
）、全光伝送チャンネルの光信号の光量が光受信モジュール２０の光量規格値の範囲内で
あると判定した場合（ステップＳ９：Ｙｅｓ）、判定を終了し、再設定された光量で、撮
像素子１０が撮像した撮像信号が光伝送チャンネルで伝送される。
【００４３】
　判定部１６は、全光伝送チャンネルの光信号の光量が光受信モジュール２０の光量規格
値の範囲外であると判定した場合（ステップＳ９：Ｎｏ）、表示装置５により、各光伝送
チャンネルでの光伝送が不良である旨を警告し（ステップＳ１０）、判定を終了する。
【００４４】
　本実施の形態では、１つのＬＤドライバ１１により４つのレーザーダイオード１２を駆
動できるため、内視鏡２の挿入部６を小型化することができる。また、各光伝送チャンネ
ルで伝送される光信号の光量が、光受信モジュール２０の受光可能な光量規格値の範囲内
となるよう調整できるため、高速かつ高精度な画像信号の伝送が可能となる。
【００４５】
　なお、上記の実施の形態では、光量設定部１７および判定部１６は、内視鏡２の先端部
６ａに配置されるが、これに限定されるものではなく、光量設定部１７および判定部１６
を、情報処理装置３内に配置してもよい。図５は、本発明の実施の形態の変形例にかかる
内視鏡システムの要部のブロック図である。
【００４６】
　本実施の形態の変形例にかかる内視鏡システム１Ａでは、光量設定部１７および判定部
１６を、情報処理装置３Ａ内に配置する。変形例にかかる内視鏡システム１Ａにおいても
、内視鏡２Ａの挿入部６の小型化が可能であり、各光伝送チャンネルで伝送される光信号
の光量が、光受信モジュール２０の受光可能な光量規格値の範囲内となるよう調整できる
ため、高速かつ高精度な画像信号の伝送が可能となる。
【符号の説明】
【００４７】
　１、１Ａ　内視鏡システム
　２、２Ａ　内視鏡
　３、３Ａ　情報処理装置
　４　光源装置
　５　表示装置
　５ａ　映像ケーブル
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　６　挿入部
　６ａ　先端部
　６ｂ　湾曲部
　６ｃ　可撓管部
　６ｄ　開口部
　７　操作部
　７ａ　湾曲ノブ
　７ｂ　処置具挿入部
　７ｃ　スイッチ部
　８　ユニバーサルコード
　８ａ　第１のコネクタ
　８ｂ　照明コネクタ
　８ｃ　第２のコネクタ
　１０　撮像素子
　１１　ＬＤドライバ
　１２、１２ａ、１２ｂ、１２ｃ、１２ｄ　レーザーダイオード
　１３ａ　第１の光コネクタ
　１３ｃ　第２の光コネクタ
　１４、１４ａ、１４ｂ、１４ｃ、１４ｄ　第１の光ファイバ
　１５、１５ａ、１５ｂ、１５ｃ、１５ｄ　第２の光ファイバ
　１６　判定部
　１７　光量設定部
　２０、２０ａ、２０ｂ、２０ｃ、２０ｄ　光受信モジュール
　２１　光量測定部
　２２　画像処理部
　２３　制御部
　２４　入力部
　２５　記憶部
　２６ａ、２６ｂ、２６ｃ、２６ｄ　フォトダイオード
　２７ａ、２７ｂ、２７ｃ、２７ｄ　信号増幅器
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摘要(译)

要解决的问题：提供能够高速且高精度地光学传输图像数据并且减小内
窥镜插入部分的尺寸的内窥镜系统，以及信息处理器。解决方案：内窥
镜系统1包括：图像拾取装置10，将成像信号转换为光信号的两个或更多
个激光二极管12，产生用于驱动激光二极管12的信号的一个LD驱动器
11，传输光信号的第一光纤14和第二光纤15来自激光二极管12的输出，
将入射光信号转换为电信号并输出​​的两个或多个光接收模块20，设定由
激光二极管12输出的光量的光量设定部分17，光量测量测量入射在光学
接收模块20上的光学信号的光量的部分21，以及确定测量的光量是否为b
的确定部分16 y光量测量部分21在允许光学接收模块20接收光的光量标
准值的范围内。图2：图2
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